
 

 
  

板柳町教育委員会は、いろいろな理由で登校することができなかったり、悩みを抱えて

いたりする子供やその保護者に対して、教育相談や支援活動を行うことにより、集団生活

への適応能力や生活意欲を高め、学校への再登校や社会的な自立を目指します。 

 

１ 板柳町教育支援センターの開所日時・場所 

  日 時： 木曜日 午前１０時から 12 時（祝日・年末年始、長期休業中を除く） 

  場 所： 板柳町公民館 ２階 視聴覚室（板柳町大字福野田字実田 11-7） 

 

２ 板柳町教育支援センターの支援内容  

（１）教育相談 

   ①対象：小学生、中学生及びその保護者 

   ②内容：町内在住で様々な悩みを抱えている子供及びその保護者を対象に教育相談

を行い、必要な助言・支援等を行う。 

（２）教育支援 

   ①対象：小学生、中学生 

   ②内容：不登校傾向及び不登校状態にある児童生徒を対象に、必要な支援等を行う

とともに、学習の機会を確保する。 

  ※教育支援を受けた場合は、校長の判断により、学校への出席日数として扱うことが

できます。 

 

３ 通所の手続き等 

教育支援センターへの通所を検討する場合は、まず在籍する学校にご相談をしてくださ

い。通所するためには、教育相談（面談）や通所申請手続きが必要となります。 

また、西北五管内の他市町の教育支援センターが受け入れ可能な場合は、他市町の教育

支援センターへ通所することもできます。 

 

４ その他  

板柳町教育委員会では、児童・生徒や保護者、学校等からの教育に関する相談に応じて

います。学習、進路、学校生活、不登校、いじめ、子育てなどに関する相談がありました

ら、お気軽にご連絡ください。 教育相談電話 0172-73-5866 （教育長室直通） 

 

 

【お問い合わせ先】 板柳町教育委員会 学務課 ℡ 017２-４０-０５６７ （直通）  

 


